
感染症予防対策に関する指針 
社会福祉法人小林市社会福祉協議会 

１．感染対策に関する基本方針 

社会福祉法人小林市社会福祉協議会は、利用者に適切かつ安全で質の高いサービスを提供するた

め、事業所内での平常時の感染防止の対策及び感染症発生時の対策に取り組むために基本的な指針

を以下のとおり定めます。 

（１）管理者をはじめ、全職員が一丸となって感染症の発生及びまん延の防止に努めます。 

（２）国内や県内、地域の感染症状況をよく把握し、全職員が感染症に罹患しない対策を講じま

す。 

（３）感染症が発生した場合は、速やかに連絡・報告を行い、事業所内のまん延を最小限に抑え

る対策を実施します。 

（４）指針や感染症対策委員会での決定事項については、速やかに全職員に周知徹底させます。 

 

２．注意すべき主な感染症 

 事業所において、予め対応策を検討しておくべき主な感染症として、以下のものが挙げられます。 

① 新型コロナウイルス 

② インフルエンザウイルス 

③ 胃腸炎ウイルス（ノロウイルス・ロタウイルス等） 

④ 肝炎ウイルス（Ａ型～Ｅ型） 

⑤ 食中毒（黄色ブドウ球菌・Ｏ１５７等） 

⑥ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（ＭＲＳＡ） 

⑦ 国内でパンデミックが発生した新型ウイルス、その他の感染症 

 

３．感染対策に関する基本方針を実施するための取り組み 

（１）感染症対策委員会を設置し、その他の会議や申し送り等にて感染対策について検討し、感

染症が発生しない、また発生しても施設内にまん延しない対策を全部署・全職員が協力して実

施します。 

（２）国内や県内、地域の感染症状況をニュースやホームページ等でよく把握し、まずは職員一

人ひとりが感染症に罹患しない対策を講じます。また、感染対策マニュアルに則り、平常時・

感染発生初期・感染まん延の段階に応じて予防対策を実施して、入居者・利用者へ感染させな

いよう努めます。 

（３）職員に感染症の症状が認められた際は速やかに上長へ報告し、感染症の疑いがある場合は

出勤停止又は退勤する。また、利用者に感染症の疑いがある場合は、感染対策マニュアルに則

り対応を行い、他の利用者に感染がまん延しないように努めます。 

（４）指針で記載されている事項や委員会で決定した内容については速やかに全職員へ周知させ

ます。また、感染症発生やまん延の状況について委員会やその他の会議で検討し、それらの対

策を速やかに各部署や担当者に伝達して実施させます。 

 

４．感染防止対策のための委員会に関する基本方針 

感染防止対策に関する審議機関として感染症対策委員会を設置します。感染症対策委員会は、年

に２回以上開催し、次に掲げる事項について協議します。 



（１）感染症の発生防止のために必要な取組 

（２）感染症の発生又は発生のおそれがある場合の対応 

（３）感染症のまん延防止に関する対応 

（４）全職員を対象とした研修で扱う内容の決定 

（５）その他必要と認める事項 

 

５．感染防止対策のための職員に対する研修に関する基本方針 

感染防止対策の基本的考え方及び具体的対策について全職員を対象として周知徹底を図ること

を目的に以下のとおり研修を実施します。 

⚫ 定期的な研修（年１回以上）を実施 

⚫ 新規職員採用時に必ず感染防止対策研修を実施 

⚫ 必要に応じて、個別、部署別に開催 

⚫ 研修の開催結果、外部研修の参加実績を記録、保存 

⚫ 感染症が発生した場合に備えた訓練の実施 

 

６．感染症発生時の対応に関する基本方針 

（１）感染対策マニュアルに沿った手洗いの徹底、防護用具の使用といった感染対策を講じ、常

に感染防止に努めます。 

（２）疾患および病態などに応じて感染経路別予防策（接触感染、飛沫感染、空気感染）を追加

して実施します。 

（３）報告の義務づけられている病気が特定された場合には、速やかに行政や保健所へ報告しま

す。 

（４）特定の感染症が集団発生した場合、保健所などと連携をとって対応します。 

 

７．利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

本指針は、利用者や家族等が自由に閲覧できるように、事業所内に常設し、また、ホームページ

に公表します。 

 

８．その他感染防止対策の推進のために必要な基本方針 

 感染対策マニュアルには科学的根拠に基づいた対策を採用し、マニュアルは最新の知見に対応す

るよう定期的に改定を行います。 

  

附則 

本指針は、令和５年１１月１日から施行する。 


